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 愛媛県立中央病院 Ehime Prefectural Central Hospital   

当院からのご案内（歯科） 
 

 

●個人情報保護法を順守しています。 

 問診票、診療録、検査記録、エックス線写真、歯型、処方せん等の「個人情報」

は、治療目的以外には使いません。 

 

●当院では診療情報の文書提供に努めています。 

 

●明細書発行 

 明細書の発行を無料で行っています。必要のない場合には申し出てください。 

 

●新しい義歯（取り外しできる入れ歯）を作るときの取り扱い 

 新しい義歯を保険で作る場合には、前回製作時より６ヶ月以上を経過してい

なければできません。他の歯科医院で作られた義歯も同様です。 

 

●歯科外来診療医療安全対策加算 1 

 歯科の特性に配慮した総合的な歯科医療環境の整備を行っています。 

 当院における医療安全対策の取り組みとして、患者さんに安心して治療を受

けていただくために、口腔外バキュームの設置や器具の交換などを通じて院内

感染に対する配慮をはじめ、各医療安全に関する指針の整備を行っています。 

 また、当院救命救急センター及び松山赤十字病院と連携をし、緊急時の体制を

整えています。 

 

●クラウン・ブリッジ維持管理料 

 装着した冠やブリッジについて２年間の維持管理をおこなっています。今回

の治療を機会にお口の中を清潔にすると共に、食生活にも気をつけて、ご自分の

歯で楽しく食事をし、健康に過ごせるようにしましょう。 

 

●歯科技工加算 

 院内に歯科技工士が居ますので、入れ歯の修正が迅速に行えます。 

 

●歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準 

 当院では、口腔内で使用する歯科医療機器について、患者さんごとの交換や、

専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講

じています。 
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